
1 

 

公共料金の支払に係るクレジットカード決済業務 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 目的 

 本要領は、業務効率化や経費削減を図るため、公共料金（電気料、電話料等）の支払に

おいて、本県に代わり、クレジットカードを用いた方法により決済を実施する事業者を公

募型プロポーザル方式（以下、「プロポーザル」という。）により選定するにあたり、必要

な事項を定めるものである。 

 

２ 応募に係る事項 

（１）参加資格 

   プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこ

と。 

イ 福島県における入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加制限中の者

でないこと。 

ウ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立てをした

者若しくはなされた者（同法第 41条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた

者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の

申立てをした者若しくはなされた者（同法第 33条第１項に規定する再生手続開始の

決定を受けた者を除く。）でないこと。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。 

（ア） 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合には 

その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下 

同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

（イ）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

（ウ）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する 

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい 

る者。 

（オ）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

オ 県税を滞納している者でないこと。 

カ 消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

 キ 福島県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 
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（２）募集要領等の入手方法 

   募集要領及び参加申込書等の様式については、出納総務課のホームページからダウン

ロードして入手すること。なお、出納総務課窓口または郵送等での配布は行わない。 

 

３ 業務の概要 

（１）業務名 

公共料金の支払に係るクレジットカード決済業務 

（２）業務内容 

別紙「公共料金の支払に係るクレジットカード決済業務仕様書（案）」のとおり 

（３）契約期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 （ただし、年度ごとに更新することを前提とする） 

 

４ プロポーザルに係る提出書類 

（１）質問の受付 

ア 提出書類 

  公募型プロポーザル募集要領等に関する質問書（様式第１号） 

イ 提出期限 

  令和７年１１月２７日（木）１７時必着 

ウ 提出方法 

  郵送、持参又は電子メールによること。 

    ※電子メールの場合は電話で受領確認すること。 

エ 回答方法 

質問に対する回答は、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあるものを

除き、令和７年１２月１日（月）までに出納総務課のホームページに掲載する。なお、

個別の回答は行わない。 

（２）参加申込 

   プロポーザルに参加する意思のある者は、以下により必要書類を提出すること。なお、 

この提出がない者の企画提案は受け付けない。 

  ア 提出書類 

（ア）プロポーザル参加申込書（様式第２号） 

（イ）会社概要（様式第３号） 

イ 提出期限 

令和７年１２月５日（金）１７時必着 

ウ 提出方法 

    持参又は郵送（書留郵便又はレターパックに限る）。 

    なお、郵送の際には、封筒に「公共料金の支払に係るクレジットカード決済業務」 

   と記載すること。 
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（３）企画提案書等の提出 

   プロポーザルに参加する意思のある者は、参加申込を行った上で、以下により必要書

類を提出すること。 

  ア 提出書類 企画提案書（記載内容等については５のとおり） 

イ 提出部数 ６部（正本１部、副本５部） 

ウ 提出期限 令和７年１２月１５日（月）１７時必着 

エ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便又はレターパックに限る）。 

         なお、郵送の際には、封筒に「公共料金の支払に係るクレジットカード 

        決済業務」と記載すること。 

（４）提出先 

   「10 問合せ先及び提出先」のとおり。 

 

５ 企画提案書の記載内容等 

  以下について、別紙様式「企画提案書」により提案すること。 

  なお、企画提案書への記載に加えて、各項目の詳細について任意の別紙による提出も可 

能とするが、日本産業規格Ａ４版で両面１０枚以内（総頁数：２０頁以内）とする。 

（１）仕様書に記載している業務内容が、円滑にかつ着実に遂行できるような具体的な提案 

を行うこと。 

（２）その他業務の効率化に繋がる自社ならではの取組等があれば提案すること。 

（３）県の総合計画や復興計画等の施策や地域の活性化に寄与する取組を行っている場合は

記載すること。 

（４）本事業を行うための業務実施体制について、その担当内容や役割が分かるように提案 

すること。 

 

６ 企画提案等の提出に際しての留意事項 

（１）不適格事項 

この要領に定める手続き以外の方法により、参加者が審査委員又は関係者に本企画

プロポーザルに関する援助を直接又は間接に求めた場合、その参加者を失格とする。 

また、提出書類が次のいずれかに該当した場合についても同様とする。 

ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

イ 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの。 

ウ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（２）辞退 

    「プロポーザル参加申込書（様式第２号）」を提出した後に辞退する際には、辞退届

（任意様式）を提出すること。 

（３）費用負担 

企画提案書等の作成等に要する費用は提案者の負担とし、企画提案書等の返却は行わ

ない。また、提出後における企画提案書の内容変更、差替え又は再提出は認めないもの
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とする。 

 

７ 企画提案書の評価基準等 

（１）選定方式 

県が設置する「公共料金の支払に係るクレジットカード決済業務公募型プロポーザル 

審査委員会（以下、「審査委員会」という。）」において審査、選定を行う。 

 方法は書面審査とし、企画提案内容について次表の評価項目及び評価基準により審査

を行う。 

 

（２）業務受託予定者 

ア 審査委員会において審査委員ごとに企画提案の評価・採点を行い、その点数の合計

した総合点と順位を参考に、業務受託予定者及び次点の者を決定する。 

イ 企画提案者が１者のみの場合は、審査委員の総合点の平均点が６０点以上となった

場合に、当該事業者を業務受託予定者とする。 

 

審査項目 評価基準 評価点 ウエイト 得点 

サービスの内容 

 
カ ー ド 利

便性 

名義や階層の設定、発行可能数、支払スケジュール等の仕

様書記載事項について利便性があるか。 
1･2･3･4･5 ×5 25 

 
カ ー ド 発

行手続 

契約からカード発行までのスケジュールや追加の発行の

手続、そのサポート内容が具体的に提案されているか。 
1･2･3･4･5 ×4 20 

 利用明細 
記載内容、提供形式等に柔軟性があるか。Web上で効率的

な閲覧が可能となっているか。 
1･2･3･4･5 ×2 10 

 

不 正 利 用

への補償 

不正利用への監視体制や発生時のサポート体制、補償申請

等が明確に示されているか。 
1･2･3･4･5 ×1 5 

障 害 発 生

時の対応 

障害発生時における対応策やサポート体制が整っている

か。 
1･2･3･4･5 ×1 5 

加 盟 店 手

数料 

カード加盟店が負担する手数料は、低廉な水準に設定され

ているか。 
1･2･3･4･5 ×1 5 

その他  

 

業務実績 
他の自治体における具体的な実績やノウハウを有してい

るか。 
1･2･3･4･5 ×1 5 

独自提案 
業務の効率化に繋がる独自のサービス・取組について提案

があるか。 
1･2･3･4･5 ×4 20 

地域貢献 
県の総合計画や復興計画等の施策や地域の活性化に寄与

する取組を行っているか。 
1･2･3･4･5 ×1 5 

合計 100 
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（３）審査結果の通知及び公表 

ア 審査の結果通知 

審査の結果については、参加者全員に対して書面で通知する。 

また、審査結果を出納総務課のホームページに掲載し、業務受託予定者を公表する。 

イ 審査結果の開示請求 

審査にて選定されなかった者は、選定されなかった理由の開示を、審査結果通知日

の翌日から起算して２週間以内に任意様式の開示請求書をもって求めることができる。

また、その開示は書面にて行い、請求書が到達した日から起算して１０日以内に通知

する。 

なお、開示内容は「請求者及び選定された業務受託予定者の企業名とそれぞれの審

査時の総得点及び各審査委員の順位の平均」とする。 

 

８ 契約に関する事項 

（１）仕様書の協議 

業務受託予定者と県が協議して、契約に係る仕様を確定した上で契約を締結する。 

（２）評価内容の担保 

   企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が困難又は合理的

でないときは、県は契約の相手方に対し契約の解除、違約金の請求の対象とすることが

できる。 

（３）その他 

この手続に参加した者が、参加資格のいずれかを満たさないこととなった場合、審査

結果において評価が次点であった者と契約の協議をする。 

 

９ 主なスケジュール 

項目 日程 

募集要領の公表・公募開始 令和７年１１月２１日（金） 

質問書の提出期限 令和７年１１月２７日（木）１７時必着 

質問事項に対する回答 令和７年１２月 １日（月）  

参加申込書等の提出期限 令和７年１２月 ５日（金）１７時必着 

企画提案書等の提出期限 令和７年１２月１５日（月）１７時必着 

選定結果の通知 令和７年１２月２３日（火）予定 

契約締結 令和７年１２月２３日（火）以降 

 

10 問合せ先及び提出先 

  〒960－8670 福島県福島市杉妻町２番１６号（福島県庁 西庁舎２階） 

  福島県出納局出納総務課 

  電話：024-521-7554 E-mail：suitou_soumu@pref.fukushima.lg.jp 

  担当者：副主査 丹伊田（にいた） 

https://dneo-ap.pref.fukushima.lg.jp/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1761175713689

